
令和 6年度　倫理審査委員会　活動計画

■活動目標 　本会会員が所属する機関に倫理審査委員会等がないために、申請がある場合及び本会

の事業目的を達成するために各委員会より申請のあった調査研究の倫理審査を行う。

■開催予定 3回

■活動事業 １ . 申請のあった調査・研究計画書について、兵庫県看護協会倫理審査基準に基づき、

審査を行う。具体については、日本看護協会編『看護研究における研究倫理チェック

リスト』に従って行う。

２.倫理申請・審査マニュアルの整備（規定・手順の見直し）

令和 6年度　医療安全委員会　活動計画

■活動目標 １ ．兵庫県内の医療・看護の質の向上と安全を推進し、医療安全に携わる人への支援を

行う。

２．各支部間での連携を図り、医療安全に関する情報収集、共有、情報発信に取り組む。

■開催予定 6回

■活動事業 １．医療・看護の質の向上と安全を推進し、医療安全に携わる人への支援を行う。

　１ ）病院、クリニック、介護施設、訪問看護ステーションなどへの医療安全推進の支

援

　（１ ）医療安全関連研修（出前講座）を実施する。KYT 研修を中心として、その他、

相談や求めに応じ、活動内容の幅を広げる

　（２）出前講座実施後の評価を行い、次の活動に繋げる。

　（３）KYT 研修のオンデマンド化等の試作を考案し、公開に向けて準備する。

　（４）実施後の評価を含め、ホームページに掲載する。

２．各支部間での連携を図り、医療安全に関する情報収集、共有、情報発信に取り組む。

　１ ）研修会や出前講座の評価の見える化のために、本部と全支部で共有したアンケー

トを使用、医療安全の研修などに参加された状況を把握する。

　２）各支部研修会後に委員会で情報を共有する。

　３）医療安全研修会参加の状況及び結果をホームページに掲載し情報共有を図る。

　４）ホームページ内の「医療安全委員会だより」の充実を図る。

令和 6年度　倫理審査申請の提出日

回数 調査・研究計画書の提出日

1 令和 6年 8月15日　　　17：00必着

2 令和 6年11月 7 日　　　17：00必着

3 令和 7年 2月 6日　　　17：00必着
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